
太田川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更原案)への意見提出について

■太田川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更原案)の公表に合わせ、関係住民の意見を反映
させるために必要な措置として下記を予定している。
※意見募集期間：令和５年６月１日～６月１６日（６月１６日必着）

1

第17回 太田川河川整備懇談会
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